
別 紙４ 障害児入所施設職員配置基準

１．障害児入所施設職員配置基準（２．の場合を除く。）

職 員 施 事 児 保 医 看 栄 介 調

童
理 計

設 務 指 育 護 養 助

導 員
施設及び定員

長 員 員 士 師 師 士 員 等

主 人
と 30 １ １ ８ ２(2) １ ４ １７(2)
し 31 ～ 40 １ １ １０ ２(2) １ ４ １９(2)
て 41 ～ 49 １ １ １２ ２(2) １ １ ４ ２２(2)
知 50 １ １ １２ ２(2) １ １ ４ ２２(2)
的 51 ～ 60 １ １ １４ ２(2) １ １ ４ ２４(2)
障 61 ～ 70 １ １ １７ ２(2) １ １ ４ ２７(2)
害 71 ～ 80 １ １ １９ ２(2) １ １ ４ ２９(2)
児 81 ～ 89 １ １ ２１ ２(2) １ １ ４ ３１(2)
を 90 １ １ ２１ ２(2) １ １ ５ ３２(2)
入 91 ～ 100 １ １ ２４ ２(2) １ １ ５ ３５(2)
所 101 ～ 110 １ １ ２６ ２(2) １ １ ５ ３７(2)
さ 111 ～ 119 １ １ ２８ ２(2) １ １ ５ ３９(2)
せ 120 １ １ ２８ ２(2) １ １ ６ ４０(2)
る 121 ～ 130 １ １ ３１ ２(2) １ １ ６ ４３(2)
福 131 ～ 140 １ １ ３３ ２(2) １ １ ６ ４５(2)
祉 141 ～ 149 １ １ ３５ ２(2) １ １ ６ ４７(2)
型 150 １ ２ ３５ ２(2) １ １ ７ ４９(2)
障 151 ～ 160 １ ２ ３８ ２(2) １ １ ７ ５２(2)
害 161 ～ 170 １ ２ ４０ ２(2) １ １ ７ ５４(2)
児 171 ～ 180 １ ２ ４２ ２(2) １ １ ８ ５７(2)
入 181 ～ 190 １ ２ ４５ ２(2) １ １ ８ ６０(2)
所 191 ～ 200 １ ２ ４７ ２(2) １ １ ８ ６２(2)
施
設

主 40 １ １ １０ ３(2) ２ １ ４ ２２(2)
と 41 ～ 50 １ １ １２ ３(2) ３ １ １ ４ ２６(2)
し 51 ～ 60 １ １ １４ ３(2) ３ １ １ ４ ２８(2)
て 61 ～ 70 １ １ １７ ３(2) ４ １ １ ４ ３２(2)
自 71 ～ 80 １ １ １９ ３(2) ４ １ １ ４ ３４(2)
閉
症
児
を
入
所
さ



せ
る
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設

職 員 施 事 児 保 医 看 栄 介 調

童
理 計

設 務 指 育 護 養 助
員

導
施設及び定員 等

長 員 員 士 師 師 士 員

主 人
と 30 １ １ ７ ２(2) １ ４ １６(2)
し 31 ～ 35 １ １ ８ ２(2) １ ４ １７(2)
て 36 ～ 40 １ １ ８ ２(2) １ ４ １７(2)
盲 41 ～ 50 １ １ １０ ２(2) １ １ ４ ２０(2)
児 51 ～ 60 １ １ １２ ２(2) １ １ ４ ２２(2)
を 61 ～ 70 １ １ １４ ２(2) １ １ ４ ２４(2)
入 71 ～ 80 １ １ １６ ２(2) １ １ ４ ２６(2)
所 81 ～ 89 １ １ １８ ２(2) １ １ ４ ２８(2)
さ 90 １ １ １８ ２(2) １ １ ５ ２９(2)
せ 91 ～ 100 １ １ ２０ ２(2) １ １ ５ ３１(2)
る
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設

主 30 １ １ ７ １(1) １ ４ １５(1)
と 31 ～ 35 １ １ ８ １(1) １ ４ １６(1)
し 36 ～ 40 １ １ ８ １(1) １ ４ １６(1)
て 41 ～ 50 １ １ １０ １(1) １ １ ４ １９(1)
ろ 51 ～ 60 １ １ １２ １(1) １ １ ４ ２１(1)



う 61 ～ 70 １ １ １４ １(1) １ １ ４ ２３(1)
あ 71 ～ 80 １ １ １６ １(1) １ １ ４ ２５(1)
児 81 ～ 89 １ １ １８ １(1) １ １ ４ ２７(1)
を 90 １ １ １８ １(1) １ １ ５ ２８(1)
入 91 ～ 100 １ １ ２０ １(1) １ １ ５ ３０(1)
所
さ
せ
る
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設

主 50 １ １ １５ １(1) ３ １ １ ４ ２７(1)
と 51 ～ 60 １ １ １８ １(1) ６ １ １ ４ ３３(1)
し 61 ～ 70 １ １ ２０ １(1) ６ １ １ ４ ３５(1)
て 71 ～ 80 １ １ ２３ １(1) ６ １ １ ４ ３８(1)
肢
体
不
自
由
児
を
入
所
さ
せ
る
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設

（注）・医師の（ ）内の職員は、嘱託医の職員で再掲。
・この表に掲げる数字は、標準的な職員の人員配置を示したものであり直接処
遇職員（児童指導員・保育士）については、実際の職員配置基準においては
総数を4.3（主として知的障害児を入所させる福祉型障害児入所施設）で除
して得た数等であること。



２．主として知的障害児、盲児及びろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設・障
害者支援施設の併設型施設の職員配置基準

（１）主として知的障害児を入所させる福祉型障害児入所施設を本体施設とし、障害
者支援施設を併設する場合

職 員 施 事 児 保 医 看 栄 介 調

童
理 計

設 務 指 育 護 養 助

導 員
施設及び定員

長 員 員 士 師 師 士 員 等

主と 人
して 10 １ １ ４ ２(2) １ ４ １３(2)
知的 11 ～ 20 １ １ ６ ２(2) １ ４ １５(2)
障害
児を
入所
させ
る福
祉型
障害
児入
所施
設

（２）障害者支援施設を本体施設とし、主として知的障害児を入所させる福祉型障害
児入所施設を併設する場合

職 員 施 事 児 保 医 看 栄 介 調

童
理 計

設 務 指 育 護 養 助

導 員
施設及び定員

長 員 員 士 師 師 士 員 等

主と 人
して 10 ３ １(1) ４(1)
知的 11 ～ 20 ５ １(1) ６(1)
障害
児を
入所
させ
る福
祉型



障害
児入
所施
設

（３）主として盲児を入所させる福祉型障害児入所施設を本体施設とし、主としてろ
うあ児を入所させる福祉型障害児入所施設又は障害者支援施設を併設する場合

職 員 施 事 児 保 医 看 栄 介 調

童
理 計

設 務 指 育 護 養 助

導 員
施設及び定員

長 員 員 士 師 師 士 員 等

主 人
と 10 １ １ ３ ２(2) １ ４ １２(2)
し 11 ～ 15 １ １ ４ ２(2) １ ４ １３(2)
て 16 ～ 20 １ １ ５ ２(2) １ ４ １４(2)
盲 21 ～ 25 １ １ ６ ２(2) １ ４ １５(2)
児 26 ～ 30 １ １ ７ ２(2) １ ４ １６(2)
を
入
所
さ
せ
る
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設

（４）主としてろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設又は障害者支援施設を本
体施設とし、主として盲児を入所させる福祉型障害児入所施設を併設する場合

職 員 施 事 児 保 医 看 栄 介 調

童
理 計

設 務 指 育 護 養 助

導 員



施設及び定員
長 員 員 士 師 師 士 員 等

主 人
と 5 ２ ２
し 6 ～ 10 ３ ３
て 11 ～ 15 ４ ４
盲 16 ～ 20 ５ ５
児 21 ～ 25 ６ ６
を 26 ～ 30 ７ ７
入
所
さ
せ
る
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設

（５）主としてろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設を本体施設とし、主とし
て盲児を入所させる福祉型障害児入所施設又は障害者支援施設を併設する場合

職 員 施 事 児 保 医 看 栄 介 調

童
理 計

設 務 指 育 護 養 助

導 員
施設及び定員

長 員 員 士 師 師 士 員 等

主 人
と 10 １ １ ３ １(1) １ ４ １１(1)
し 11 ～ 15 １ １ ４ １(1) １ ４ １２(1)
て 16 ～ 20 １ １ ５ １(1) １ ４ １３(1)
ろ 21 ～ 25 １ １ ６ １(1) １ ４ １４(1)
う 26 ～ 30 １ １ ７ １(1) １ ４ １５(1)
あ
児
を
入
所
さ
せ



る
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設

（６）主として盲児を入所させる福祉型障害児入所施設又は障害者支援施設を本体施
設とし、主としてろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設を併設する場合

職 員 施 事 児 保 医 看 栄 介 調

童
理 計

設 務 指 育 護 養 助

導 員
施設及び定員

長 員 員 士 師 師 士 員 等

主 人
と 5 ２ ２
し 6 ～ 10 ３ ３
て 11 ～ 15 ４ ４
ろ 16 ～ 20 ５ ５
う 21 ～ 25 ６ ６
あ 26 ～ 30 ７ ７
児
を
入
所
さ
せ
る
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設



（注）・医師の（ ）内の職員は、嘱託医の職員で再掲。
・この表に掲げる数字は、標準的な職員の人員配置を示したものであり直接処
遇職員（児童指導員・保育士）については、実際の職員配置基準においては
総数を4.3（主として知的障害児を入所させる福祉型障害児入所施設）で除
して得た数等であること。


